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独立行政法人 労働政策研究・研修機構 評価シート３ 別紙

中期目標 中期計画 平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績

第３ 国民に対して提供するサービ 第２ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサービ 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにと
スその他の業務の質の向上に関す ビスその他の業務の質の向上に スその他の業務の質の向上に関す るべき措置
る事項 関する目標を達成するためにと る目標を達成するためにとるべき

るべき措置 措置通則法第２９条第２項第３号の国
民に対して提供するサービスその他

１ 労働政策についての総合的な １ 労働政策についての総合的な調 １ 労働政策についての総合的な調査研究の業務の質の向上に関する事項は、
調査研究 査研究次のとおりとする。

（１）調査研究の実施 （１）調査研究の実施 （１）調査研究の実施１ 労働政策についての総合的な調
査研究

現在、我が国が直面する別紙に イ 次のような調査研究を実施
イ 調査研究の実施掲げる中長期的な労働政策の課題 し、政策の企画立案若しくは イ 次のような調査研究を実施し、

に係る調査研究テーマのほか、行 実施を支援し、又は政策論議 政策の企画立案若しくは実施を 中長期的な労働政策の課題に対応する調査研究テーマに係る９件のプロジェクト研究及び行
政及び国民各層のニーズを踏まえ を活性化する高い水準の成果 支援し、又は政策論議を活性化 政の要請や労使の関心など国民各層のニーズ等を踏まえた３６件の個別研究を実施した。

、 、 （ 、 ） 、たテーマについて、政策の企画立 を出す。 する高い水準の成果を出す。 また 年度途中においては 研究員に対して進捗状況のヒアリング １０月 ３月 を行い
案等に資する質の高い成果を出し 研究計画の見直しを適宜行った。
ていると認められること。 ① 中長期的な社会経済シス (ｲ) プロジェクト研究
特に次の具体的な目標の達成を テムの構造変化に対応した 中期目標第３の１で示された９

図ること。 今後の労働政策の基本的な つの中長期的な労働政策の課題
方向性や政策課題を発見・ に係る調査研究テーマに対応し
提示するもの。 て、別紙のプロジェクト研究を

実施する。
② 現下の政策課題に関し、
その理論的・実証的説明を (ﾛ) 個別研究
行うもの。 労働政策研究に対する行政の要

請や労使の関心など国民各層の
③ 職業指導等に関する実務 ニーズを広く把握し、機構にお
的ノウハウや職業適性検査 いて実施することが必要と判断
等のツール開発に係る研究 した「個別研究」について、研
等、研修を通じて個別の施 究の趣旨・目的、概要・必要性
策の効果的な実施や、高度 等を記載した研究計画を作成し、
化に資するもの。 計画的に実施する。

平成１８年度は、
① 労働市場の構造変化への対応
② 多様で柔軟な働き方への対応

を重点課題とし、別紙の３６の
テーマ（プロジェクト研究（再

（イ）テーマ設定掲）を除く）について個別研究
、 、を実施する。 ○ 平成１８年度の研究テーマの策定においては 機構自らが設定した研究テーマ素案に加え

厚生労働省の要請等に基づいて、研究テーマの原案を作成した。その後 「研究テーマ設定、
会議」を開催し、労使の意見を聴いたほか、リサーチ・アドバイザー部会、総合評価諮問会
議において、学識経験者等の意見を聴くなど、各方面からのニーズ、意見を念頭に、研究テ
ーマを決定した。

○ 第２期中期計画の見直し検討の結果、平成１９年度の研究テーマにおいては、プロジェク
ト研究及び厚生労働省からの要請に基づく研究（課題研究）のみを実施することとした。
そのため、プロジェクト研究については、研究内容がより一層政策に資するものとなるよ
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、 、 、 、 。う ２月 ３月の期間を通じて 厚生労働省と意見交換を実施し 認識の共有化を図った

（ロ）研究の実施と成果
各研究テーマについては、理事長をトップに研究計画ヒアリングを行い、趣旨・目的、最

終成果物、スケジュール等につき、明確な目標を掲げる研究計画を策定した。調査研究の進
捗状況について、研究員に対してヒアリング（１０月、３月実施）を行い、適宜、研究計画
の見直しを行うなど、調査研究活動を計画的に推進した。平成１８年度の研究計画の作成に
あたっては、最終報告書の完成に向けた「最終報告書企画書」を添えるように様式変更を行
った。当該企画書の中で「最終報告書のねらい、目的」を明確化することにより質の高さを
確保できるように工夫した。
このような取組みの結果、平成１８年度は、４５件の研究テーマ（厚生労働省からの年度

） 、 、 。途中要請２件を含む が計画され ほぼ研究計画どおりに実施し 研究成果をとりまとめた
資料１参照）（
特に、職業とキャリアに関する情報システム「キャリアマトリックス」は、９月に一般公

開されて以来、膨大なアクセス件数があり、また厚生労働省の「ハローワークインターネッ
トサービス」や「若者の人間力を高めるための国民運動」にキャリアマトリックスのバナー
が掲載される等、大きな反響があった。

また、プロジェクト研究については、平成１７年度に中間報告がとりまとめられ、これに
、「 」ついて厚生労働省に対して評価アンケート調査を実施し 最終報告書に向けて期待する点

を聴取した。１８年度の最終のとりまとめ段階においては、これを反映させた上で最終的な
報告書の作成を行った。

（ハ）政策に資する質の高い成果の確保
調査研究成果は各般の政策の企画立案に活用されているだけでなく、労働経済白書等の専

門図書への引用数が５２３件（前年度３９８件 、研究員の審議会等への参画や議員・行政）
へのレクチャーが７８件（前年度５８件）を数えるなど、高い業績を上げた前年度を更に上
回り、政策の企画立案、政策研究の発展、政策議論の活性化等に貢献した。

①労働政策の企画立案等における活用実績（行政官アンケート）５１件（前年度６６件）
厚生労働省関係部局に対して実施した行政官アンケートにおいて、４５課室が機構の成果
物を活用したことがあると回答し、法令等の制定・改正等の参考資料、新規施策検討の参
考、審議会・研究会の参考などに活用したものとして、報告書等の研究成果だけでも５１
件（海外の労働政策、内外の統計等に関する情報収集成果等を含めれば６１件）が上げら

資料２参れるなど、機構の研究成果物が労働政策の企画立案等に広く活用されている。（
照）

（活用例）
・報告書No.34『正社員とパートタイマーの均衡処遇』

－労働政策審議会雇用均等分科会に配布した参考資料に引用した。
・報告書No.39『 諸外国の労働契約法制に関する調査研究」報告書』「

、 。－労働政策審議労働条件分科会にて 労働契約法案作成の際の検討資料として活用した
－首相官邸へのフランスの解雇法制に関するレク資料作成時に参考資料として活用し
た。

・調査シリーズNo.5『労働条件の設定・変更と人事処遇に関する実態調査」
－労働政策審議会労働条件分科会への配布資料としてに活用した。

・報告書No.22『日本の長時間労働・不払い労働時間の実態と実証分析』
－労働政策審議会労働条件分科会の参考資料として活用した。
－国会答弁において、労働者の長時間労働の実態についての質問に対する回答の添
付資料として活用した。

・報告書No.36『諸外国のホワイトカラー労働者に係る労働時間法制に関する調査研究』
－労働政策審議会等の検討資料として活用した。
－労働基準法等の一部を改正する法律案作成への参考資料として活用した。
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②研究成果の行政（地方行政を含む）等における引用状況 ５２３件（前年度３９８件）
・平成１８年版労働経済白書への引用 ６件

調査シリーズNo.20『働き方の現状と意識に関するアンケート』－
旧法人成果『育児や介護と仕事の両立に関する調査報告書』－
旧法人成果『企業戦略と人材マネジメントに関する総合調査』－
調査シリーズNo.12『人口減少社会における人事戦略と職業意識に関する調査』－
旧法人成果『大都市の若者の就業行動と意識‐広がるフリーター経験と共感‐』調査－
研究報告書No.146
労働政策研究報告No.61『現代日本企業の人材マネジメント・プロジェクト研究－
企業の経営戦略と人事処遇制度等に関する総合的分析‐中間とりまとめ』

・審議会・研究会の報告書への引用 ２９件
－「成長力底上げ戦略構想チーム」第２回資料における引用 ３件（労働政策研究報告書

No.1『諸外国の若年就業支援政策の展開-ドイツとアメリカを中心に- 、労働政策研究』
報告書No.3『先進諸国の雇用戦略に関する研究 、旧法人成果『諸外国の若年就業支援』
政策の展開-イギリスとスウェーデンを中心に- ）』

－ 経済財政諮問会議 資料に引用 ４件 川崎前厚生労働大臣へのプレゼン用資料に 我「 」 （ 『
が国における雇用戦略のあり方に関する研究』が引用、労働市場改革専門調査会への提
出用資料に資料シリーズNo.14『日本人の働き方とセーフティーネットに関する研究 、』
労働政策研究報告書No.75『働き方の多様化とセーフティーネット‐能力開発とワーク
ライフバランスに着目して‐ 、プロジェクト研究報告書『これからの雇用戦略』が引』
用）

－ 中央教育審議会生涯学習分科会 参考資料に引用 ２件 労働政策研究報告書No.6 移「 」 （ 『
行の危機にある若者の実像‐無業・フリーターの若者へのインタビュー調 査‐ 、労働』
政策研究報告書No.35『若者就業支援の現状と課題‐イギリスにおける支援の展開と日
本の若者の分析から‐ ）』

－経済産業省「人材マネジメントに関する研究会」報告書に引用 ５件（労働政策研究報
告書No.33『変貌する人材マネジメントとガバナンス・経営戦略 、労働政策研究報告書』
No.34『パートタイマーと正社員の均衡処遇 、労働政策研究報告書No.40『成果主義と』
働くことの満足度 、調査シリーズNo.１『労働者の働く意欲と雇用管理のあり方に関す』
る調査 、プロジェクト研究報告書『企業の経営戦略と人事処遇制度等の総合的分析 ）』 』

－厚生労働省労働政策審議会等への配布資料への引用等 １５件
・その他の白書への引用 １４件

平成17年度ものづくり基盤技術の振興施策（第164回国会提出資料）への引用 ３件
（調査シリーズNo.1『労働者の働く意欲と雇用管理のあり方に関する調査 、資料シリー』
ズNo.13『企業の行う教育訓練の効果及び民間教育訓練機関活用に関する研究結果 、』
調査シリーズNo.12『人口減少社会における人事戦略と職業意識に関する調査 ）』

平成18年版国民生活白書（内閣府）への引用 ６件
（調査シリーズNo.3『第二新卒者の採用実態調査 、動向調査『企業の人事戦略と労働者』

の就業意識に関する調査 、旧法人成果『日欧の大学と職業‐高等教育と職業に関する』
12カ国比較調査結果（2001年 、旧法人成果『育児休業制度に関する調査研究報告書）』
女性の仕事と家庭生活に関する研究調査結果を中心に』調査研究報告書、資料シリーズ
No.8『少子化問題の現状と政策課題‐ワークライフバランス普及拡大に向けて‐ 、平』
成16年度記者発表『NPO法人における能力開発と雇用創出に関する調査 ）』

平成18年版中小企業白書（中小企業庁）への引用 １件
（労働政策研究報告書No.35『若者就業支援の現状と課題‐イギリスにおける支援の

展開と日本の若者の実態分析から‐ ）』
平成18年版経済財政白書（内閣府）への引用 １件

（調査シリーズNo.12『人口減少社会における人事戦略と職業意識に関する調査 ）』
平成18年少子化社会白書（内閣府）への引用 １件

（旧法人成果『育児休業制度に関する調査研究報告書‐女性の仕事と家庭生活に関
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する研究調査を中心に‐人口減少社会における人事戦略と職業意識に関する調査』
調査研究報告書No.157）

平成18年通商白書（経済産業省）への引用 ２件
（調査シリーズNo.12『人口減少社会における人事戦略と職業意識に関する調査 、』
資料シリーズNo.6『労働力需給の推計－労働需給モデル（2004年版）による将来推
計－』

・専門図書等での調査研究成果掲載引用（研究雑誌の文献目録による） ４７４件
（専門図書１９０件、専門誌１３０件、紀要７２件、政府・国会雑誌７件、政府等以外の報

告書１１件、政府関係機関（独法等）の報告書２４件、政府関係機関の雑誌１５件、学会
誌１５件、その他１０件）

③審議会等への参画等 ７８件(前年度５８件)
・厚生労働省その他行政機関の審議会・研究会等への参画件数 ６１件（詳細は後掲）
・行政・政党・議会・議員に対する説明、情報提供問合せ対応等１７件（詳細は後掲）

評価の視点 自己評価：Ａ 評定：Ａ

（理由及び特記事項）
・研究計画は、各研究テーマについて、行政及び国民各層のニ ・研究テーマの策定は、厚生労働省からの要請を反映させるとともに、 ・理事長をトップに研究計画ヒアリングに基づいて適宜研究計画の見
ーズを踏まえ、適切に作成されているか。 労使・学識経験者の意見を踏まえながら行っている。１９年度のプロ 直しを行った。

・研究計画において、研究成果等の目標が的確に示されている ジェクト研究については、２～３月に厚生労働省と緊密な意見交換を ・行政官アンケートで５１件の活用実績があった。
か。特にプロジェクト研究については、中長期的な観点を踏 行った。 ・研究実績の行政等における引用が前年度３９８件に対して５２３件
まえて、適切な取組がなされているか。 ・個々の研究テーマごとに、理事長をトップに研究計画ヒアリングを行 あった。

・必要に応じて、研究計画の見直しが適宜行われているか。 い、趣旨・目的、最終成果物、スケジュール等につき、明確な目標を ・機構の根幹である調査研究につき、確実に上回っている。業務効率
・各研究テーマが研究計画に従い適切に実施され、所期の研究 掲げる研究計画を策定した。また、１８年度プロジェクト研究につい 化を進める中での政策に資する質の高い研究の実現は高く評価され
成果が得られているか。 ては、最終報告書の質を確保するため、研究計画書の作成にあたって るべきである。

・政策の企画立案等に資する質の高い成果を出しているか。 「最終報告書企画書」を添えるように様式変更を行った。 ・ 調査研究の実施は活発に行われ、成果の行政他への引用も大いに「
・調査研究の進捗状況について、研究員に対してヒアリング（１０月、 行われた」と判断する。

３月実施）を行い、適宜、研究計画の見直しを行うなど、調査研究活 ・社会的ニーズに敏感に対応して成果を上げたと認められる。
動を計画的に推進した。 ・労働政策に資するという基準で計画を立てているという意味で評価

・平成１８年度の研究テーマは、４５テーマを計画し、ほぼ研究計画 できる。
どおりに実施された。特に、プロジェクト研究については、質の高い ・新聞等で、研究結果が取り上げられているものが、目につく。
最終報告の完成のために、厚生労働省に対して、１７年度にとりまと ・正社員とパートタイマーの均衡処遇、諸外国の労働契約法制、諸外
めた中間報告書についての評価アンケート調査を実施し 「最終報告 国のホワイトカラー労働者に係る労働時間法制など、タイムリーな、
書に向けて期待する点」を聴取した。１８年度の最終報告作成にあた テーマにつき、適切な調査研究を行った。
っては、このアンケート結果を反映させた。 ・研究テーマ設定会議で適切にテーマを設定した。

・厚生労働省関係部局に対して実施した行政官アンケートにおいて、４ ・制度改正ラッシュの中で、意識して貢献する内容の研究を行った。
５課室が機構の成果物を活用したことがあると回答し、調査研究成果 ・白書への引用が大きく前年度を上回った。
だけで５１件（海外の労働政策、内外の統計等に関する情報収集成果 ・件数はたしかに多いが、このくらいのことをやって当然のことであ
等を含めれば６１件）が法令等の制定・改正、新規施策の検討、審議 る。
会、研究会の資料などに活用されたとの回答を得るなど、数多くの研 ・長期テーマ策定に一層の工夫をお願いしたい。社会・経済のトレン
究成果物が労働政策の企画立案等に役立っている。 ドをにらんだ中長期の先駆的な研究も必要と思料。全体のどれくら

・労働経済白書、通商白書、国民生活白書等の白書や厚生労働省の研究 いこれに割くかは別途検討してもらいたい。
会の報告書、専門図書等に引用された研究成果の数は、前年度（３９ ・非常に質の高い研究が実施されているが、ハードすぎないかが心配
８件）を大きく上回る５２３件に上り、政策の企画立案や実施、政策 である。
研究の推進において大きな役割を果たしている。
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独立行政法人 労働政策研究・研修機構 評価シート４

中期目標 中期計画 平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービ 第２ 国民に対して提供するサービ 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにと
スその他の業務の質の向上に関す スその他の業務の質の向上に関す るべき措置
る目標を達成するためにとるべき る目標を達成するためにとるべき
措置 措置

１ 労働政策についての総合的な調 １ 労働政策についての総合的な調 １ 労働政策についての総合的な調査研究
査研究 査研究

（１）調査研究の実施 （１）調査研究の実施 （１）調査研究の実施

ロ 調査研究の実施体制 ロ 調査研究の実施体制 ロ 調査研究の実施体制

資料３参照）① プロジェクト研究 ① プロジェクト研究 （イ）研究の実施体制（
中期目標で示された９つの ・ 上記の９つのプロジェクト ○プロジェクト研究に対応した９つの研究部門を設け、各研究員の専門性に配慮した配置を

中長期的な労働政策の課題に 研究を機構内外の幅広い人材 行うとともに、リーダーとして統括研究員を配置した研究体制としている。
係る調査研究テーマに対応し の参加を得て実施する。 ○それぞれの研究部門には、優れた外部の学識者、計１５名を特別研究員として配置してい
て、プロジェクト方式による ・それぞれのプロジェクト研究 る。
研究（以下「プロジェクト研 に関して責任を持って実施 ○個別研究は、これら部門のうち研究課題が最も関連深い部門が中心となって担当し、プロ
究」という ）を実施する。プ する研究部門を上記イ(ｲ)の ジェクト研究、個別研究ともに担当部門が単独又は他部門とチームを編成して研究を実施。
ロジェクト研究は、機構内外 とおり設け、これをプロジェ している。
の幅広い人材の参加を得て、 クト研究推進の中核とする。 ○研究成果のとりまとめ段階で研究発表会を実施することにより、スケルトンの発表と意見
中期目標期間を通じて実施す 各研究部門に、リーダーとし 交換を経て内容のブラッシュアップができる体制としている。
る。 て、他の研究員に対する効果 ○研究業務マニュアルに基づいた業務運営により、研究員が不慣れな経理関係業務が適切に
それぞれのプロジェクト研 的な研究指導を行い、組織全 運用され、研究活動のより効率的な実施が図られている。

究に関して責任を持って実施 体の研究能力を向上させる能 ○全てのプロジェクト研究について、プロジェクト研究の成果のとりまとめに向け、厚生労
する研究部門を設けて、これ 力を有する人材をおく。 働省サイドの連絡担当責任者と意見交換を行うなど、労働政策の企画立案に資するという
をプロジェクト研究推進の中 観点から、各プロジェクト研究を適切に推進する体制を堅持している。
核とする。各研究部門の部門 ○調査研究の実施に当たり遵守すべき事項をまとめた「調査等倫理要綱」に基づき、調査研
長として、プロジェクト研究 究活動に取り組んでいる。

、のリーダーとなる研究員には
（ロ）研究ニーズの把握・シーズの発見他の研究員に対する効果的な

研究指導を行い、組織全体の 平成１８年度までは、研究計画策定に向けて、研究テーマ設定部会等を開催するなど、行
研究能力を向上させる能力を 政・労使、学識経験者、国民各層のニーズを広く把握し、調査研究のシーズの発見・発掘に
有する人材を充てる。 努めていたが 、平成１９年４月より始まった第２期中期計画においては、プ（資料４参照）
プロジェクト研究は、中期 ロジェクト研究の他には厚生労働省からの要請に基づく課題研究のみを実施することとされ

目標期間中にとりまとめる最 たため、厚生労働省との意見交換を行い、研究テーマの決定及び研究計画の立案に反映させ
終報告のほか年度ごとに中間 た。
的なとりまとめを行い、公表 ○１９年度プロジェクト研究について以下のとおり厚生労働省と意見交換を実施した。
する。 ・ 次期プロジェクト研究 能力開発局との意見交換会 （１０月２日開催）「 」
中期目標期間中のプロジェ ・ 次期プロジェクト研究 労政担当参事官室との意見交換 （２月１６日、４月１６日開「 」

クト研究及び担当研究部門は 催）
別紙１のとおりとする。 ・ 次期プロジェクト研究 職業安定局首席職業指導官室との意見交換 （２月１９日、４「 」

月５日開催）
② 個別研究 ② 個別研究 ・ 次期プロジェクト研究 職業安定局地域雇用対策室との意見交換 （２月２０日、４月「 」

個別研究は、上記①により 個別研究は、上記①により設 １３日開催）
設ける研究部門のうちもっと ける研究部門のうちもっとも関 ・ 次期プロジェクト研究 職業能力開発局基盤整備室との意見交換 （２月２０日、４月「 」
も関連の深いものが中心とな 連の深いものが中心となって、 ９日開催）
って、単独で、又は研究チー 単独で、又は研究チームを組織 ・ 次期プロジェクト研究 雇用均等児童家庭局職業家庭両立課との意見交換 （２月２１「 」
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ムを組織して、原則として１ して、原則として１年以内の 日、４月９日）開催
年以内の期間で実施する。 期間で実施する。 ・ 次期プロジェクト研究 職業安定局雇用政策課、高齢・障害者雇用対策部企画課との「
個別研究のテーマは、政策の 個別研究のテーマは、政策の 意見交換 （２月２６日、４月１７日開催）」

企画立案に資すると考えられ 企画立案に資すると考えられる ・ 次期プロジェクト研究 労働基準局との意見交換 （３月１日、４月５日開催）「 」
る調査研究のニーズを機構の 調査研究のニーズを機構の事業 ○１９年度の課題研究については、４月、５月中に厚生労働省関係部局と意見交換を実施し
事業活動の中から発見・発掘 活動の中から発見・発掘し、こ た。
し、これに基づいて機動的に れに基づいて機動的に設定す ○研究テーマに関する国民のニーズを葉書アンケートを通じて把握し、研究テーマ策定等に
設定する。ニーズの発見・発 る。ニーズの発見・発掘及びテ 関する厚生労働省との意見交換の場において反映させることとしている。
掘及びテーマの設定は、行政 ーマの設定は、行政の要請を踏 ○１９年度の研究テーマについては、研究計画案を作成し、５月８日、１０日、１４日、６
の要請を踏まえるほか、労使 まえるほか、労使の関心など国 月４日に、理事長をトップとしたヒアリングを行い、遅滞なく機構のホームページに掲出
の関心など国民各層のニーズ 民各層のニーズを広く把握した している。特に機構の研究テーマが視覚的にイメージできるように整理された研究テーマ

資料５参照）を広く把握した上で行う。 上で行う。 体系図を掲出している。（
個別研究の実施計画は年度 個別研究の実施計画は年度計

（ハ）行政への機動的対応計画において定めることとし 画において定めることとし、原、
原則として、年度ごとに最終 則として、年度ごとに最終結果 平成１８年度研究計画（同年３月策定）により、各研究員の活動予定は既に計画されて
結果をとりまとめ、公表する をとりまとめ、公表するが、必 いたところであるが、厚生労働省から年度途中に要請された２件（前年度実績６件）の研
が、必要に応じて年度を越え 要に応じて年度を越えて研究期 究について、既存の研究計画と調整を図り、年度当初の研究計画を見直して、適切な研究
て研究期間を設定する場合に 間を設定する場合には、年度ご 担当者を迅速に配置することにより、緊急の政策課題に対して組織として積極的に対応し
は、年度ごとに中間報告をと とに中間報告をとりまとめるこ た。
りまとめることとする。 ととする。 １８年度途中に要請された調査研究は以下の２件である。

・企業における留学生採用の実態及び企業の意識に関する調査
③ 上記の他、年度途中におい ③ 上記の他、年度途中におい ・諸外国における労働保険及び社会保険の徴収事務一元化をめぐる実態と課題に関する
て行政から調査研究の要請が て行政から調査研究の要請があ 調査研究
あった場合には、これに的確 った場合には、これに的確に対 両者とも３月中に集計データ、あるいはとりまとめ原稿を要請元に提供した。
に対応する。 応する。

ハ 他の政策研究機関等との連携 ハ 他の政策研究機関等との連携 ハ 他の政策研究機関等との連携
研究テーマに応じて、内外の他 他の政策研究機関等と連携し、年度計画（４件以上）を上回る８件（前年度実績６件）の

研究テーマに応じて、内外の の政策研究機関等との連携を図 共同研究を実施した。
他の政策研究機関等との連携を り、効果的、効率的な研究の推

（イ）国内研究機関との連携図り、効果的、効率的な研究の 進を行う観点から、共同研究を
推進を行う観点から、共同研究 実施する。 ○国内の研究機関との初の共同研究として 「学校段階のキャリア発達支援のためのキャリア、
を実施する。 ○国内の政策研究機関等との間 ガイダンスプログラム研究」を日本キャリア教育学会と共同で行った（７月１４日覚書 。）

で機関同士の話し合いの場を持 ○研究上の必要性に基づき、適宜外部研究者等の研究参加を求めて研究を実施した。平成１
つなど、共同研究の実施に向け ８年度に実施した調査研究のうち、他機関の研究者・実務家（特別研究員を除く）が参加
た調整・提案を積極的に行い、 した研究は３９テーマ、参加者数は１７６人（前年度２３テーマ、参加者数１３０人）で

。連携を図る。 あった
○海外の政策研究機関等とは、

（ロ）海外研究機関との共同研究国際的な観点での政策的知見の
発見や調査研究の深化に資する 年度計画を上回る下記の７件（前年度実績６件）の共同研究を実施した。共同研究の実施に
ことを目的に、共通テーマに基 当たっては、効率的に研究を進め所期の成果を上げるため、①各国の研究機関がこれまでの研
づく研究、特定分野における各 究成果を持ち寄って比較研究を行う、②特定の研究課題に関する共通の研究手法を設定し各国
国研究者との研究会議等を通じ が自国の状況について研究する、③機構のプロジェクト研究の推進に海外の研究者の協力を得
て共同研究に取り組む る、などの目的に応じて多様な形態を採用した。

研究成果は、海外の研究者の活用を勘案し必要に応じて英文を交え、印刷物、ホームページ
－ 内外の他の政策研究機関等 等で公表するとともに、機構の研究活動の基礎資料として活用を図っている。ホームページで
との共同研究を４件以上実施す 公表している共同研究の成果には２万２０００件以上のアクセスがあった（前年度１万５００
る。 ０件 。）

①「労働市場に関する日豪比較研究」
規制緩和を基調とする労働市場改革を通じて低い失業率を実現したオーストラリアとわ
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が国の労働市場を比較検討することにより、政策的な示唆を得ることを目的に、オースト
ラリア国立大学(ＡＮＵ)豪日研究センターと１８年度から２年計画で共同研究を実施した。
１８年度においては、①少子高齢対策、②労働の非正規化、③貿易と労働市場、④技術革新
と雇用のミスマッチ、⑤経済改革と所得格差、⑥公的部門改革と労働市場、⑦若年労働者の

、 、 、非正規化問題 などの比較研究する課題を設定 日豪双方が各課題ごとに担当研究者を決め
比較研究に向けた検討を重ねた。研究成果は１９年度にとりまとめる予定。

②「賃金制度に関する日韓共同研究」
「企業と雇用」に関するプロジェクト研究に資することを目的に、日韓両国において企

業への導入が相次いでいるにもかかわらずその実態が必ずしも明らかではない「成果主義
的な賃金制度」に関する比較研究を韓国労働研究院（ＫＬＩ）と共同で実施した。本共同
研究は１８年度から２カ年計画で開始し、１８年度においては業種、従業員規模などの点
で比較可能な調査対象企業を選定し、同一調査項目によりそれぞれ自国企業のヒヤリング
調査を実施した後、調査結果を持ち寄って検討を重ねた。当機構の調査結果は簡易な報告
書にとりまとめた。比較研究の最終報告書は１９年度にとりまとめる予定。

③「日・米・独・韓・豪５カ国研究機関共同研究」
「自動車産業の労使関係」をテーマに実施。この共同研究では各研究機関が共通の手法

に基づいて自国の状況を調査し、その成果を研究会議で比較検討する方法を採用、１８年
度は各参加者が自国の状況について実施した調査結果を連絡を取り合いながらとりまとめ
た。当機構の日本に関する調査結果は報告書として刊行した（再掲 。各国の調査結果を）
まとめた報告書(英文)の刊行は１９年度に行う。

④「日韓ワークショップ」
韓国労働研究院(ＫＬＩ)と 「最近の人的資源管理の現状と課題：日韓比較」をテーマ、

に６月１日、東京で開催。ワークショップで発表された両研究機関の論文（機構研究員の
分は２本）をホームページに掲載した。機構研究員の発表論文は韓国語に翻訳されてＫＬ
Ｉのホームペ ージでも公表された。

⑤「日中韓ワークショップ」
中国労働社会保障研究院（ＣＡＬＳＳ 、韓国労働研究院（ＫＬＩ）と「経済成長と雇）

用におけるパラダイムの変化」をテーマに１０月２６日、韓国で開催。ワークショップ
で発表された３カ国の論文（機構研究員は２本、計６本）を報告書にとりまとめ、ホー

。 、 、ムページに掲載した 機構研究員の発表論文は中国語 韓国語に翻訳されてＣＡＬＳＳ
ＫＬＩの各ホームページでも公表されている。

⑥「アジアにおける人の移動と労働市場」に関する研究ワークショップ
韓国、台湾、シンガポール、イギリス、フランス、ドイツの６カ国およびＯＥＣＤ、Ｉ

ＬＯの専門家を招いて東京で３月１６日に実施。ワークショップでは日本の外国人労働
者政策を検討する上において不足しているといわれる「外国人労働者受け入れ後の国内
における管理体制とその実態」に関する外国人労働者受入国の情報収集を目的に、各国
およびＯＥＣＤ、ＩＬＯの専門家が報告、今後の政策展開のあり方について討議した。
ワークショップの討議結果はホームページで公表した また一般参加者アンケートで 有。 「
益度」を聞いたところ、９６．８％（前年度９４％）が有益とする高い評価を得た。

参加者アンケート （ ）内は平成１７年度
1 大変有益である ７１．０％・２２件（ ５０．０％・１６件）
2 有益である ２５．８％・ ８件（ ４３．８％・１４件）
3 有益でない ３．２％・ １件（ ０．０％・ ０件）
4 全く有益でない ０．０％・ ０件（ ０．０％・ ０件）
・ 無回答 ０．０％・ ０件（ ６．２％・ ２件）

１００．０％・３１件（１００．０％・３２件）
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⑦「国際比較労働問題研究セミナー」
わが国の若年者雇用促進政策の望ましい政策的対応へのインプリケーションを探ること

、「 （ ） 」を目的に 先進諸国における低学歴層 早く学校から離れた の若者への就業支援政策
を具体的なテーマとして、米、英、仏 、スウェーデン、豪、韓国の各国より研究者等を、
招き、当機構の研究員および外部の研究者、政策担当者等を交えて２月２６～２７日、東
京で実施した。この比較研究では、(1)学校における移行支援、(2)企業における就業支援
・職業訓練、(3)移行支援のための労働市場政策、について、各国の研究者が自国の支援
策、その実施状況と評価に関する研究成果を報告、議論を行った。研究成果は、各国の提
出論文を印刷物、ホームページで公表するとともに、機構の若年者雇用対策研究の基礎資
料として活用することにしている。

評価の視点 自己評価： Ａ 評定：Ａ

（理由及び特記事項）
・調査研究の実施体制は効率的かつ柔軟なものとなっている ・プロジェクト研究を中心に、統括研究員をリーダーとし適切な内部研究 ・統括研究員をリーダーとする適切な研究体制を敷いた。
か。また適宜見直しを行っているか。 者を配置した研究体制を敷くとともに、関連する研究領域に係る外部の ・行政に対して機動的対応を行った。

・行政、労使など国民各層のニーズを広く把握した上で、調 学識経験者を、指導的な役割を担う特別研究員に委嘱して全ての部門に ・国内及び海外研究機関と共同研究を行った。
査研究のシーズの発見・発掘を適切に行っているか。 配置することで、プロジェクト研究を始めとする研究活動全般を効果的 ・労働政策に関する質の高い研究を実施しつつ、要請研究にも応える

・内外の他の政策研究機関等との連携を図り、効果的、効率 に推進した。 など、さらには国内外の研究機関との連携も強化しており、実施体
的な研究を推進しているか。 ・プロジェクト研究については、厚生労働省側と意見交換を実施し、労働 制についての目標達成を高く達成している。

政策の企画立案に資するという観点から、各プロジェクト研究を適切に ・海外との関係が今後益々大切になると思う。絞り込んだ効率的な共
推進する体制を堅持している。１９年度プロジェクト研究については、 同研究が必要である。
厚生労働省と緊密に意見交換を行った（１８年１０月～１９年４月 。 ・機構の存在・機能を高度に維持するためにも引き続き体制の強化を）

・１８年度研究計画により、各研究員の活動予定は既に計画されていたと 期待する。
ころであるが、厚生労働省からの年度途中の緊急要請については、既存 ・ 調査研究の実施体制はキャリア教育等との連携、海外との共同研「
の研究計画との調整を図り迅速に対応した結果、２テーマについて研究 究、ニーズへの柔軟な対応等、目標を大きく上回っている」と判断
を行った。 する。

・研究テーマに関するニーズを葉書アンケートを通じて把握し、研究員等 ・海外研究機関との共同研究成果に対して２万２０００件を超えるア
に対して提供するとともに、１９年度研究テーマの策定に関する厚生労 クセスがあったことは、評価できる。
働省との協議に際して活用した。 ・研究分野についての対応は、良くされている。

・国内の研究機関との初の共同研究として 「学校段階のキャリア発達支 ・リーダーの能力アップの研修が必要ではないか。、
援のためのキャリアガイダンスプログラム研究」を日本キャリア教育学 ・海外研究機関との共同研究を多数行い、その成果に対して多くのホ
会と共同で行った。研究の実施に当たっては、必要に応じて 他機関の ームページアクセス件数を記録した。
研究者・実務家の研究参加を積極的に進め、前年度より４６人多い１７ ・研究発表会の実施により、スケルトンの発表と意見交換を行い、ブ
６人の参加を得た。 ラッシュアップできる体制を整えた。

・内外の研究機関との共同研究は年度計画（４件以上）を上回る８件(前 ・精力的に活動している。
年度実績６件)を行った。 ・ほぼ計画通り進んでいると評価する。

・海外研究機関との共同研究は、現実的な政策課題をテーマとし、課題に
応じた多様な形態によって実施した。また既存の研究成果、機構のプロ
ジェクト研究等との有機的連携、相互補完性を重視して研究を進めた。
この結果、ホームページで公表した海外研究機関との共同研究の成果に

。対して前年度の約１.５倍の２万２０００件を超えるアクセスがあった
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独立行政法人 労働政策研究・研修機構 評価シート５

中期目標 中期計画 平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービ 第２ 国民に対して提供するサービ 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するために
スその他の業務の質の向上に関す スその他の業務の質の向上に関す とるべき措置
る目標を達成するためにとるべき る目標を達成するためにとるべき
措置 措置

１ 労働政策についての総合的な調 １ 労働政策についての総合的な調 １ 労働政策についての総合的な調査研究
査研究 査研究

（１）調査研究の実施 （１）調査研究の実施 （１）調査研究の実施

ニ 調査研究のとりまとめ ニ 調査研究のとりまとめ ニ 調査研究のとりまとめ
調査研究のとりまとめにおい 研究成果のとりまとめ過程においては、必ず一連のピアレビュー（内部研究員に対する

ては、研究評価の一環として外 ① 調査研究のとりまとめにおい 所内研究発表会及び内部又は外部研究者による査読（レビュー ）を経ることとし、常に質）
部の人材を含む評価を行い、政 ては、研究評価の一環として外 の高い成果の確保をめざしている。
策的観点から、それぞれの分類 部の人材を含む評価を行い、政
の成果物に求められる水準を満 策的観点から、それぞれの分類 （研究成果とりまとめの流れ）
たしているものと判断されたも の成果物に求められる水準を満 所内研究発表会（スケルトンによる）の開催 →内部又は外部の研究者によるレビュー
のを機構の調査研究成果として たしているものと判断されたも →レビュー指摘事項に留意した修正 → 内容確定 → 内部評価
発表する。 のを機構の調査研究成果として →外部評価（リサーチ・アドバイザー部会）

発表する。
（イ）研究成果のとりまとめ

－ 調査研究成果は、労働政策研 平成１８年度にとりまとめた研究成果は７６件（前年度実績７７件）となった。平成１
究報告書、労働政策レポート、 ５年度から平成１８年度までの合計では２５０件となった。
システム・ツールの形式で作成
した研究開発成果物、調査シリ
ーズ、資料シリーズ、研究双書
及びディスカッション・ペーパ
ー等としてとりまとめる。

② とりまとめた研究成果につい
ては、中期目標の達成に向け、
内部評価を経て、リサーチアド
バイザーによる厳正な外部評価
を受け、政策的視点から高い評
価を得ることをめざす。

－①のうち、１０件以上の成果（１）政策の企画立案等に資する － 厳正な外部評価により政策的

について、外部評価による総ために、中期目標期間中におい 視点から高い評価を受けた報告

合評価で優秀であるとの評価て一定の外部評価を受けた研究 書等を中期目標期間中において、

を得ることをめざす。成果の発表を１２０件以上とす ３０件以上確保する。
ること。

③ 中期目標の達成に向け、調査
研究成果を活用し、関連専門誌
への論文掲載を促進する。

（ロ）研究成果の評価－ 外部の媒体等でも高い評価を － 関連専門誌等への論文掲載を２
得るとの観点から、調査研究成 ７件以上とすることをめざし、 ○ とりまとめた研究成果のうち、労働政策研究報告書、ディスカッション・ペーパー
果を活用し、関連専門誌等への そのうち、３件以上は査読を経 等について、内部評価及び外部評価を実施した。
論文掲載を中期目標期間中にお ることを掲載の条件とする雑誌 内部評価は、内部評価委員会において、機構内の評価者（１件につき２名）の評価、研
いて、９０件以上行う。 等への掲載であることをめざす。 究担当者のリプライを考慮して、評価を決定した。

成果物 公表済み件数

労働政策研究報告書 29（29）

労働政策研究報告書（Ｌ） 0

労働政策レポート 0

ディスカッション・ペーパー 7（７）

研究開発成果物 12（３）

その他（資料シリーズ／調査シリーズ等） 22

国際研究会議提出論文 6

計 76

※（　）内の数値は外部評価を受けた件数
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外部評価は、リサーチ・アドバイザー部会において、労働問題の各分野で高度な学識
を持つ外部専門家（１件につき２名）の評価によって決定した。
外部評価結果は、評価対象として評価を受けた３９件の成果のうち３５件がＡ（優秀）
以上の評価を受け、年度計画（１０件以上）を上回った（前年度は評価対象４３件のう
ち３１件がＡ 。また、中期計画の目標「厳正な外部評価により政策的視点から高い評）

資料６参照）価を受けた報告書３０件以上」についても大きく上回った。（

※ とりまとめ７６件のうち、３６件を除き内部評価を行い、Ｃ評価を除く３９件が外部
評価を受けた。

○ 以下の研究成果物の外部評価において、学識経験者に加え、実務家の協力を得て評
価を行った。
・報告書№79『若年者就職支援の取り組みと方向-支援モデルと望まれる支援者像- ：』
㈱アドバンテッジリスクマネジメント顧問

・報告書№87『中学生、高校生の職業レディネスの発達-職業レディネス・テスト標準
化調査の分析を通して- ：全国高等学校進路指導協議会事務局長』

・ディスカッションペーパー07-02『日本の労働組合は役に立っているのか？－組合効
果の計測－ ：連合副事務局長』

○ 労働政策の企画立案に資するという目的に対する直接的な評価に近づけるため、外
部評価において「研究成果・結果の有益度 「政策及び政策議論活性化への貢献度」と」、

。 、「 」 ． （ ．いった視点別評価を活用した その結果 結果の有益度 は７０ ５％ 前年度７４

４％ 「政策への貢献度」は６７．１％（前年度７２．０％） が Ａ（優秀）以上との）、
評価を受けた。

（ハ）関連専門誌等への論文掲載等
。 。関連専門雑誌等に論文６６件を発表した うち１７件は査読付の専門雑誌に掲載された

いずれも年度計画（論文掲載２７件うち査読付３件）を大きく上回った。また、中期計画
の目標「外部の媒体等でも高い評価を得るとの観点から、関連専門誌等への論文掲載を９
０件以上」についても上回った。

（ ）（ 、 ）○学会誌・専門誌への論文掲載 ６６件 うち学会誌20 前年度３４件 学会誌１３件
うち査読あり １７件 （前年度１０件）

（ 日本労働研究雑誌』6件 『Works Review 創刊号 （リクルートワークス研究所 『産『 、 』 ）、
業カウンセリング研究Vol.9 No.1 （日本産業カウンセリング学会 『Japan Focus （イ』 ）、 』
ンターネット上“Japan Focus”への掲載 『The World Bank 『社会政策における福祉）、 』、
と就労 （社会政策学会 『社会福祉研究 第97号 （鉄道弘済会 『応用地域学研究 第1』 ）、 』 ）、
1号 （応用地域学会 『International Journal of Japanese Sociology 『Japanese Jou』 ）、 』、

Ｓ（最優秀） Ａ（優秀） Ｂ（普通） Ｃ（要努力） Ｄ（不足） 計
内部評価結果 3 29 7 1 0 40
外部評価結果 1 34 4 0 0 39

項 　　目 Ｓ （最 優 秀 ） Ａ （優 秀 ） Ｂ （普 通 ） Ｃ （要 努 力 ） Ｄ （不 足 ） 合 計 S+A /合 計
結 果 の 有 益 度 13 42 20 3 0 78 70 .5%
政 策 へ の 貢 献 度 4 47 24 1 0 76 67 .1%
（１件 を 2名 の 委 員 が 評 価 を行 うた め 、件 数 合 計 は 78となる 。なお 「政 策 へ の 貢 献 度 」無 記 入 2件 ）

視 点 別 評 価 （全 39件 ）
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rnal for Research on Testing, 2(1) 『産業・組織心理学研究 第20巻第1号 （産業・』、 』
組織心理学会 『 新・日本的経営」その後 （労務理論学会 ））、「 』 ）
○学会発表 ３６件 （前年度１６件）
○一般経済誌等への掲載 ９２件 （前年度１９件）
○外部の書籍への掲載 １９件 （前年度 ９件）

評価の視点 自己評価：Ａ 評定：Ａ

（理由及び特記事項）
・研究成果のとりまとめは所期の目標を達成できる状況にあ ・研究員の努力により、平成１８年度にとりまとめた研究成果は７６件 ・リサーチアドバイザー部会で高い評価を得た。
るか。 となった（前年度実績７７件 。 ・専門誌に多数の論文を掲載した。）

・調査研究について、第三者（外部専門家）による評価が実 ・とりまとめた調査研究成果のうち、労働政策研究報告書、ディスカッ ・政策研究に対する要請に応えるといっても、信頼性の高い研究でなけ
。 、施されているか。 ション・ペーパー等については内部・外部の評価を実施し、外部評価 ればならない その点良好な評価を得ている調査研究の取りまとめは

機関（リサーチ・アドバイザー部会）による評価において、３９件中 極めて高く評価すべきである。
３５件がＡ（優秀）以上の評価となり、年度計画（１０件以上）を上 ・ 成果の第三者評価等は、目標を大幅に上回る」と判断する。「
回った。 ・高い評価を受けている。

・関連専門誌への論文掲載は、掲載６６件、うち査読付１７件となって ・評価制度の導入により、より質の高い研究が行われている。
おり、年度計画（２７件、うち査読付３件以上）を大きく上回った。 ・評価の仕方の研究と、評価委員に対しての評価の研修棟が必要とされ

・以上により、中期目標及び中期計画の目標を大幅に上回った。 ているのではないか。
中期目標の達成状況＞ ・関連専門誌への論文掲載が年度計画を大きく上回った。＜

・一定の外部評価を受けた研究成果 ２７８件（目標１２０件以上） ・研究成果が前年度と同様、多数まとめられた。
＜中期計画の達成状況＞ ・リサーチアドバイザーの外部評価が中期目標を上回った。
・外部評価により高い評価 １２１件（目標 ３０件以上） ・評価結果が高い。
・関連専門誌等への論文掲載 １５７件（目標 ９０件以上）

・学問的視点のみに偏ることのないよう、成果物の性格に応じて、実務
家の協力を得て評価を行った（㈱アドバンテッジリスクマネジメント
顧問、全国高等学校進路指導協議会事務局長、連合副事務局長 ）。

・外部評価において実施している視点別評価の結果によると 「結果の、
有益度」は７０．５％ 「政策への貢献度」は６７．１％ が Ａ（優、
秀）以上との評価を受けた。
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独立行政法人 労働政策研究・研修機構 評価シート６

中期目標 中期計画 平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービ 第２ 国民に対して提供するサービ 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにと
スその他の業務の質の向上に関す スその他の業務の質の向上に関す るべき措置
る目標を達成するためにとるべき る目標を達成するためにとるべき
措置 措置

１ 労働政策についての総合的な調 １ 労働政策についての総合的な調 １ 労働政策についての総合的な調査研究
査研究 査研究

（２）調査研究活動の水準を向上さ （２）調査研究活動の水準を向上さ （２）調査研究活動の水準を向上させる仕組みの整備
せる仕組みの整備 せる仕組みの整備
以下の措置を講ずることにより 以下の措置を講ずることにより、、

政策の企画立案等に資する質の高 政策の企画立案等に資する質の高
い成果を確保する。 い成果を確保する。

イ 優秀な研究者の確保と育成 イ 優秀な研究者の確保と育成 イ 優秀な研究者の確保と育成
（イ）研究員の業績評価制度調査研究事業の中核を担う研

究者については、プロジェクト ① 研究員の業績評価の実施 ○研究員の業績評価制度に基づき、平成１８年度の業績評価を行った。
研究等の基礎となる学術分野の 研究員の業績評価制度を含む
研究能力と幅広い関心等を備え 人事関連諸制度に基づき評価 〔評価対象者３７名の最終評価の分布〕
た人材を内部常勤研究員として を行い、評価結果を研究員の
確保育成する。 処遇等に反映させる。

同時にまた、任期付研究員や
非常勤研究員の採用により、大 ② 中核となる内部研究者の確
学や他の研究機関に所属する優 保
秀な研究者の参画を得て、プロ プロジェクト研究等の基礎と
ジェクト研究等の活性化を図る なる学術分野の研究能力と幅広 ○研究員の業務実績については量・質共に高い水準を維持しているが、この状況を持続する
とともに、政策担当者や労使関 い関心等を備えた人材を内部常 ため、業務の量と質のバランスや業務体制等に留意するべく、引き続き「研究活動等自己
係者などの実務家の研究参加を 勤研究員として、また、常勤研 申告書 「業績評価面接」等を通じて研究員の意欲やモチベーションを的確に把握するよ」、
求めるなど外部の幅広い人材の 究員ではカバーできない研究分 う努めた。
活用を図る。 野、研究業績、ノウハウを持つ ○研究員の業績評価に関連するデータを収集・記録するため 「研究活動記録システム」を、
さらに、研究員の業績評価制 人材を特別研究員、客員研究員 平成１６年度より運用しているが、より具体的で確実なデータ作成が行えるようにし、効

度を含む人事制度を実施する。 等の内部非常勤研究員として確 果的かつ的確な業績評価に結びつけることができるようシステムの改修を行った。
人事関連諸制度については、中 保又は育成する。 ○研究員業績評価と調査研究の事業業績との関連
期目標期間の初年度中に整備を 研究員に対する業績評価制度を導入することによって、以下のような効用があった。
完了して、実施する。 ③ 外部人材の活用 ・機構における評価基準の最重要評価項目を、研究成果の内容及びとりまとめ状況とした

任期付研究員や非常勤研究員 ため、新法人の発足以降、研究成果物のとりまとめ件数が飛躍的に増加した。
の採用により、大学や他の研究 ・評価者が被評価者と個別に面談し、評価結果を下した理由等を説明するなど、きめ細か
機関に所属する優秀な研究者の な対応を行っている。その結果、個々の研究員も評価結果に納得するとともに、今後努
参画を得て、プロジェクト研究 力すべき点等をきちんと認識でき、その反省に基づく取組みを推進することから、結果
等の活性化を図る。 として、機構全体の業績の向上につながっている。
また、政策担当者や労使関係 ・特に、評価結果がＣとなった研究員に対しても、個別面接等において、評価理由をてい

者などの実務家の研究参加を求 ねいに説明するとともに、１９年度における研究活動等評価が十分な成果を上げられる
めるなど外部の幅広い人材の活 よう積極的な取組みを確認した。
用を図る。

（ロ）優秀な研究者の確保
優秀な人材を幅広く登用するため、研究員については、任期付の採用を積極的に行った。

○育成型任期付研究員の採用
定年退職等に伴う研究員の欠員については、全てを任期付研究員により補充するとの方針

S（最優秀） A（優秀） B（普通） C（要努力） D（不足）

2.7% 43.2% 46.0% 8.1% 0.0%
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で公募し、採用した。
・平成１８年４月1日付採用

２名（労働法研究分野１名、人間科学研究分野１名）
応募者４０名について 第１次審査 履歴書 研究業績一覧 小論文 第２次審査 論、 （ 、 、 ）、 （
文 、第３次審査（研究発表会・面接）を経て決定した。）

（ハ）優秀な研究員の育成
○平成１８年度は、任期付研究員９人が執筆した１５本の調査研究成果のうち、１２本が外

（ ） 、 。部評価で優秀 Ａ評価以上 と評価されるなど 任期付研究員の育成が確実に進んでいる
○当機構の研究員が（財）進路指導協会主催第５５回進路指導研究協議会全国大会において
功績賞表彰を受賞した。

○当機構の研究員２名が平成１８年度・第７回労働関係論文優秀賞を受賞した。
、 （ （ ）） 。○前年度に引き続き 当機構の研究員１名が博士号 東京大学大学院 経済学 を取得した

・学位論文「日本企業の人事戦略についてのマイクロデータを用いた実証研究」
○「研究員の能力開発というインプットの機会を提供していくことも重要である」との認識
の下、研究員が当該学術領域における先端的な研究動向に接し、関係の外部研究者と不断
に交流を行う場としての学会への加入・学会会議への参加等を積極的に奨励、支援した。
１８年度から大学院等における科目等履修のための支援制度を実施した。

（ニ）外部人材の活用
○非常勤研究員の採用

・プロジェクト研究等で指導的な役割を果たすことができる外部の幅広い人材を活用するた
め、１５名の特別研究員を委嘱している。
＜特別研究員１５名の研究参加状況＞

特別研究員から、プロジェクト研究を中心として研究方針、論点整理等に関し、外部の専
門的立場から助言 指導を得た。・

（研究参加状況）
・荒木尚志「労働条件決定システムの再構築に関する研究」
・藤村博之「労働条件決定システムの再構築に関する研究」
・大内伸哉「多様な働き方を可能とする就業環境及びｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄに関する研究」
・佐藤博樹「多様な働き方を可能とする就業環境及びｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄに関する研究」
・樋口美雄「失業の地域構造分析に関する研究」
・大竹文雄「失業の地域構造分析に関する研究」
・諏訪康雄「我が国における雇用戦略の在り方に関する研究」
・鈴木宏昌「我が国における雇用戦略の在り方に関する研究」
・守島基博「企業の経営戦略と人事処遇制度等の総合分析に関する研究」
・宮本光晴「企業の経営戦略と人事処遇制度等の総合分析に関する研究」
・今野浩一郎「職業能力開発に関する労働市場の基盤整備の在り方に関する研究」
・石田 浩「職業能力開発に関する労働市場の基盤整備の在りり方に関する研究」
・玄田有史「仕事と生活の調和を可能とする社会システムの構築に関する研究」
・山下利之「ホワイトカラーを中心とした中高年離職者の再就職支援等に関する研究」
・大根田充男「総合的な職業情報データベースの開発にかかる研究」

・特定の研究テーマについて常勤研究員を補完して研究を推進する外部の人材として、客員
研究員１名を委嘱し研究への参加を得た。
（研究参加テーマ）
「高齢者のさらなる活用に向けた人事労務管理の要件」

○幅広い外部人材等の活用等
外部研究者等の研究参加は、参加テーマ数、参加者数ともに前年度を上回り、着実に進

んだ。また、評価委員会からの「企業の実務家等の参加が望まれる」との指摘も踏まえ、
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引き続き、民間の実務家の研究参加を図り（３６名（前年度実績４３名 、企業の実務家））
等に対するヒアリング（１８７件）を積極的に実施した。政策研究をより効果的に推進す
るため、研究への政策担当者の参加も促している。
・政策担当者の参加 １４研究（前年度１３研究）

－研究の実施に政策担当者が参加している研究数（オブザーバー参加を含む）
（要請研究６＋プロジェクト研究５＋個別研究２＋ツール開発研究１）

・外部研究者及び実務家等が参加している研究テーマ ３９テーマ（前年度２３テーマ）
・外部研究者及び実務家等の研究参加（延べ人数） １７６名（前年度１４８名）

－大学その他研究機関１４０名（大学１２８名、その他研究機関１２名）
－民間の実務家３６名（ＮＰＯ２名、企業関係１２名、高校教員等学校関係者７名、社
労士１名、カウンセラー１名、その他１３名 （前年度４３名））

・企業等に対するヒアリング等の実施 合計１８７件（前年度１７６件）
－企業ヒアリング６９件、労組ヒアリング３５件、教育関係者ヒアリング９件、ＮＰＯ
関係者ヒアリング３２件、行政関係者ヒアリング１７件、その他２５件

評価の視点 自己評価：Ａ 評定：Ａ

（理由及び特記事項）
・優秀な人材を幅広く登用するため、特別研究員、客員研究 ・時々に変化する労働政策の課題に的確に対応するため、当該分野の第一 ・研究員の業績評価で良い結果を得た。
員等の非常勤研究員の任用を積極的に行っているか。 線で活躍する優秀な大学教員１５名を特別研究員として委嘱したほか、 ・優秀な研究者確保のため、任期付研究員と当機構の研究員が活発な

・政策担当者や労使関係者などの実務家の研究参加を求める 特定の研究テーマについて常勤研究員を補完して研究を推進する外部研 研究活動を行った。
など外部の幅広い人材の活用を図っているか。 究員である客員研究員として１名を委嘱した。 ・若手研究者の育成を高度に実現するためにも、外部の有力な研究者

・業績評価に基づく人事制度を実施しているか。また制度は ・定年退職等に伴う研究員の欠員は、優秀な人材を確保する観点から、育 の動員体制は重要であり、そのための努力達成は高く評価される。
機能しているか。 成型の任期付研究員の採用により補充するとの方針に基づき、厳正な審 ・機構内外の研究者を有機的に育成する優れたシステムは今後も引き

査を経て新たに平成１８年４月１日付で２名を採用した 続き維持強化されることを期待する。
・任期付研究員９人が執筆した１５本の調査研究成果のうち、１２本が外 ・ 人材の確保については、概して目標に達している」と判断する。「
部評価で優秀（Ａ評価以上）と評価されるなど、任期付研究員の育成は ・評価が昨年以上に具体的になっていて進捗が認められる。
確実に進んでいる。 ・優秀な人材の確保に成功している。

・前年度に引き続き、常勤研究員１名が機構における研究成果に基づいて ・様々な対応がなされ良い結果を得ている。
まとめた論文により 博士号 東京大学大学院経済学博士 を取得した ・今後は、研究者が何に魅力を感じるかに基づいて、重点的に対応が、 （ ） 。
また （財）進路指導協会主催第55回進路指導研究協議会全国大会功績 望まれるのではないか。、
賞（１名 、平成18年度第７回労働関係論文優秀賞（２名）を常勤研究 ・高水準の特別研究員をそろえ、専門的立場から助言指導を得た。）
員が受賞した。 ・任期付研究員の成果が外部評価で高い評価を得た。

・外部研究者等の研究参加は、参加テーマ数（３９：前年度２３ 、参加 ・常勤研究員が博士号を取得した。）
者数（１７６人：前年度１４８人）ともに前年度を上回り、着実に進ん ・研究員の学会への加入・参加等を奨励した。
だ。また、評価委員会からの「企業の実務家等の参加が望まれる」との ・労働関係論文優秀賞を常勤研究員が受賞した。
指摘も踏まえ、引き続き、民間の実務家の研究参加図るとともに、企業 ・育成＝成果という図式が成り立つか。
の実務家等へのヒアリングを積極的に実施した。 ・高い成果を上げているが、ハードすぎて長期的な育成やモラールの

・研究員の業績評価は、研究成果の内容及びとりまとめ状況を最重要評価 向上が懸念される。研究員の使い捨てにならないよう配慮が必要で
項目としていることから、目標管理・業績評価による人事制度を導入以 ある。
降、研究成果物のとりまとめ件数が飛躍的に増加した。また、個別の面
談により評価結果を下した理由等を伝えるなど、きめ細かな対応を行っ
ているため、個々の研究員も評価結果に納得するとともに、今後努力す
べき点等を認識でき、結果として、調査研究全体の業績の向上につなが
っている。

・ 研究員の能力開発というインプットの機会を提供していくことも重要「
である」との認識の下、研究員が当該学術領域における先端的な研究動
向に接し、関係の外部研究者と不断に交流を行う場としての学会加入・
学会会議参加等の学会活動に対して積極的な奨励、支援等を実施した。


